
都道府県労働局長殿

基発 1224第 6号

平成 21年 12月 24日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正

する告示の適用について

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改

正する件(平成 21年厚生労働省告示第 503号)が平成 21年 12月 24日に公示され、改正

後の労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成 18

年厚生労働省告示第 25号。以下「告示」とし、う0)が平成 22年 1月 1日から適用される

こととなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号。以下「安衛貝IJJ

という。)第 95条の 6の規定に基づく報告(以下 f有害物ばく露作業報告」としづ。)に

ついて、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏の

ないようにされたい。

言己

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第 1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物Jという 0)及び対象物を含有する製剤そ

の他の物(同欄に掲げる物の含有量が向表の右欄に掲げる{変であるものを除く。) (以

下 f対象物等」という。)について、平成23年における有害物ばく露作業報告の対象と

すること。

なお、平成 21年における有害物ばく露作業報告の対象であった 20の物のうち、テト

ラニトロメタン等の 3の対象物及び平成 20年における有害物ばく露作業報告の対象で

あった 44の物のうち、アルファ・アルフア ジ汐ロロトルエン等の 18の対象物につい

ては、再度、有害物ばく露作業報告を求めるものであること。

おって、ウレタンとは、カノレパミン酸エチルをいうこと o

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成 22年 1月 1日から何年 12月 31日までの聞に の事業場において製

造し、又は取り扱った対象物の量(当該対象物を含有する製剤jその他の物を製造し、又



は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)

が 500キログラム以上になったときは、平成23年 1月 1日から同年 3月 31日までに有

害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。
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別紙

コード 物
含有量

告謹パーセント1

八十 二一アミノエタノール 0-ーパーセント未満

八十一 アルフア'アルファージクロロトノレエン 0-ーパーセント未満

八十二 アノレファーメチルスチレン 0-ーパーセント未満

八十三 一骸化二窒素 0-ーパーセント未満

八十四 ウレタン 0-ーパーセント未満

八十五 一一エチルヘキサン酸 0-ーパーセント未満

八十六 エチレングリコールそノメチルエーテルアセアート 0-ーパーセント未満

A寸寸七 エチレンクロロヒドリシ 0-ーパーセント未満

八十八 クメン ーパーセント未満

八十九 グノレタルアルデヒド 0- パーセント利涜

九十 クロロメタン(矧陥塩化メチノレ) 0-ーパーセント未満

九十一 ジアゾメタン 0-ーパーセント未満

九十二 一・四一ジアミノアニソーノレ 0-ーパーセント未満

九十三 四・町一ジアミノジフェニノレスノレフィド 0-ーパーセント未満

九十四 -ニージブ、ロモー三クロロプロパン 0-ーパーセント未満

九十五 N-N ジメチルアセトアミド 0-ーパーセント宋満

九十六 ジメチノレカノレバモイノレニクロリド 0-ーノt一セント未満

九十七 N-N ジメチノレニトロソアミン 0-ーパーセント宋満

九十八 タリウム及びその水溶性化合物 0-ーパーセント未満

九十九 デカボラン ーノ〈一セント未満

百 一・凶・七・八一テトフアミノアントラキノン(jj略ジ 0-ーパーセント剰蕗

スパースブノレ一一)

百一 N-(ー・ー・二・二一テトラクロロエチルチオ)一一 0-ーパーセント剰荷

'二・三・六}テトラヒドロフタノレイミド(目路キャプ

タフオノゆ

百二 ァトフニトロメタン 0-ーパ}セント未満

百三 二硝酸プロピレン ーパーセント未満

百四 五ニトロアセナフテン 0-ーパーセント利荷

百五 二一ニトロプロノ〈ン 0-ーパーセント潟荷

百六 パフーフェニルアゾ、アニリン 0-ーパーセント剰筒

百七 四一ピ、ニノレンクロヘキセンジオキシド 0-ーパーセント未満

百八 フタル骨量ピス(ーエチルヘキシル)句I陥 DEHP) 0-ーパーセント未満

百九 ふ弗っ化アトリウム 0-ーパ}セント未満

百十 フノレオロ官悟童ナトリウム ーパーセント剰筒

百十一 プロピレンイミン 0-ーパーセント未満

百十二 ごブロモプロパン 0-ーパーセント未満

同 3戸



百十三 ヘキサクロロエタン o.ーパーセント未満

百十四 ヘキサメチルホスホリックトリアミド o.ーパーセント未満

百十五 ベンタボァン ーパーセント未満

百十六 メタクリロニトリ/レ o.ーパ)セント未満

百十七 メタンスルホン酸メチル o.ーパーセント未満

百十八 二一メチノトfト(二一トリルア刈アニリシ 0'-パーセンド未満

百十九 メチレンピス(四・一一一フェニレン)=ジイソシアネー o.ーパ}セント未満

ト0J路MD1) 

百二十 リファクトリーセフミックファイバー ーノ号ーセント剰荷

百二十一 りんイbk素 ーパーセント未満

百二十二 りん酸トリス(二・三一ジブロモプロピル) o.ーパーセント未満
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iまく鷺作業報告対象物の主な別名、有害性及び淘途の例

吾 iエチレングリコール
モノメチルエーテル
アセテート
(110-49ω自)

GHS:生殖毒性『区分 1J、神経毒性『区分 1J 
長期又l立反復ぱ〈露による凪液、神経系、肝臓、

腎臓の障害
-生殖能又iま胎児への悪影響のおそれの疑い

ACGI H : 50 ppm 

u中枢神経障害:溶血現象;始児/経損傷





緯の臓肝系経神槙出
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ACG 1 H : 0.005 ppm 
・中根神経護軍;中枢神経障害

20 メチレンピス付加
1-7エニレン)=ジ
イソシアネート
(101-68C8) 

[1 1 9] 
0.1帖未満

MDI、4，4'ーメチレ
ンピスフヱニルイソ
シアネート、 4，4'町

ジフェニルメタンジ
イソシアナート

GHS 特定標的臓器・全身毒性『呼吸器区分 1J 
進行性白『進行性肺機能低下Jの懸念

民長期又I立反復ぱく露による呼吸器の障害
特定化学物質であるトリレンジイソシアヰートと並
んで、呼吸器感作性を有する物質であり、広く使用
されている。

接着剤、護料、ス
パンヂッウス繊維、
合成皮革用、ウレ
世ンエラストマー
などの原料

A C G 1 H ; 0.005 ppm 
.気道感作
日本産衛学会:0.05 mg/m' 

22 りん化水素
(7803-5H)一

[1 2 1] 
1帖未満

ホスフィン GHS 神経毒性 rg分 1J。
・級入I;I!く露による神経系、呼吸器菜、野臓、消化

管‘心血管系の障害
植物検疫くん蒸剤として広〈使用されている臭化メ
チルがオゾン層破壊物質として指定され‘今までも
使用されてきたりん化水素が代替物質として注目さ
れている。

植物検疫〈ん蒸剤、
導体のドーピング
ガス

A C G I H ; 0.3 ppm 
，上部気道および曽腸刺激 v頭痕 φ 中継神経障害





[1 1 1 J 
0.1同未満

N- (1， 1， 2， 
Zーテトラウ口口エ

チルチオ) -4ーシ IA C G 1 H : O. 1 mg/m" (経皮ふ侵入の危険)
ウロヘキセン-1， I '皮ふ刺激
2-ジカルポキシミ
ド、 'fイホJレ空ン、
カプヲフオJレ

/~量トリス (2 ，
ージフロモプロt

Jレ)、 トリス(2， 
3ージブロモプロピ
Jレ)ホスフェート

IARC:国際がん研究機関の発がん性分類
1 ヒト!こ対して発がん性がある 2A:ヒトに対しておそらく発がん性がある

2B:ヒ卜に対して発がん性の可能性がある 3 : t:トに対する発がん性について分類できない

"GHS 化学品の分類および表示に関する世界調和システム

"ACGIH 米関産業衛生専門家会議の TL V (ぱく露限界値‘ TWA)

M 日本産衛学会，日本産業衛生学会の許容濃度

[コード番号1 厚生労働大臣告示に示すコード(従来と輿なるのでご注意願います。)




